
新設「準中型免許」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・準中型免許は、１８歳から取得することができます。

・普通車免許か準中型免許かを選択可能ですが当校では準中型教習は実施致しません。 

（教習料金や教習時限数については、準中型免許の教習を実施する校所にお尋ねください。） 

 

 

 

2017 年 3 月 12 日以降、当校を卒業して普通免許を取得した場合の運転できる自動車の種類 

（大きさ）が変わります。 

 

 

 

 

 

ただし自動車学校を卒業後、平成２９年３月１０日（金）までに免許センターにて適性試験、学科試験 

に合格していれば、現行の運転できる自動車の大きさ、『最大積載量３トン未満』の既得権は保護されます。 

（免許は、「準中型車は準中型車（５t）に限る」という準中型の限定免許になります。）したがって、運送 

業界等への就職希望者の方は、できるだけ早い自動車学校の卒業をお勧めします。 
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「           

新区分 普 通 準 中 型 中 型 大 型 

現 行 普 通 中 型 大 型 

準中型5 ﾄﾝ限定免許 

新区分による普通免許 
車両総重量 3.5ｔ未満 
最大積載量 2.0ｔ未満 

2017年 3月 12日以降 

現行普通免許 
車両総重量 5.0ｔ未満 
最大積載量 3.0ｔ未満 
 

※5ｔは車両総重量で最大積載量は 3ｔ未満です。 

４.５トン 

４.５トン 

普 通 自 動 車 免 許 中 型 自 動 車 免 許 大 型 自 動 車 免 許 

5,0トン 

6.5トン 

11.0トン 

3.0トン 

車両総重量 

最大積載量 

１８歳以上 ２０歳以上 
普通免許等保有２年 

２1 歳以上 
普通免許等保有３年 

乗車定員 10 人以下

 

11 人以上 29 人以下 30 人以下 

普通自動車免許 大 型 自 動 車 免 許 

3.5トン 7.5トン 

2.0トン 

車両総重量 

最大積載量 

１８歳以上 
２1 歳以上 
普通免許等保有３年 

準中型自動車免許 

１８歳以上 

中型自動車免許 

２０歳以上 
普通免許等保有２年 

11.0トン 

6.5トン 

乗車定員 10 人以下

 

11 人以上 29 人以下 30 人以下 
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現 

行 
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当校おすすめの  
準中型免許教習を実施する  
自動車学校はコチラ！ 
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